
















 

参考資料② 関係法令抄録 

鉱山保安法（抄） 

昭和二十四年法律第七十号 

最終改正：令和四年法律第六十八号 

（工事計画） 

第十三条 鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物その他の施設であつて保安の確保上重要な

ものとして経済産業省令で定めるもの（以下「特定施設」という。）の設置又は変更の工事であ

つて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところにより、そ

の工事の計画を産業保安監督部長に届け出なければならない。その工事の計画の変更（経済産業

省令で定める軽微なものを除く。）をしようとするとき（第四項の規定による命令があつたとき

を含む。）も、同様とする。 

２ 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなけれ

ば、その届出に係る工事を開始してはならない。 

第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 

二 第十三条第一項、第十五条、第十九条第一項若しくは第二項、第二十二条第四項（第二十三条

第三項（第二十六条第二項において準用する場合を含む。）若しくは第二十六条第二項において

準用する場合を含む。）又は第二十四条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出を

した者 

第六十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は

人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し

て各本条の罰金刑を科する。 

 

鉱山保安法施行規則（抄） 

平成十六年経済産業省令第九十六号 

最終改正：令和七年経済産業省令第五十四号  

（工事計画） 

第三十一条 法第十三条第一項の特定施設は、別表第二の上欄に掲げるものとする。 

２ 法第十三条第一項の変更の工事であって経済産業省令で定めるものは、別表第二の上欄に掲げ

る施設に応じて、同表の下欄に掲げる事項の変更が生ずるものとする。ただし、特定施設が滅失

し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事とし

てするときは、この限りでない。 

３ 法第十三条第一項の軽微な変更は、別表第二の下欄に掲げる変更の工事以外の変更とする。 

（保安規程） 

第四十条 法第十九条に規定する保安規程に定めなければならない内容は、次に掲げる事項とす

る。 

十 前各号に掲げるもののほか、高所作業場からの墜落防止、機械又は器具に挟まれること又は巻

き込まれることによる危害防止、埋没の防止、はい作業（倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた

荷の積み卸し作業をいう。）に係る危害防止、共同作業時の連絡体制その他の現況調査で明らか

になった保安を確保するための措置の内容 

 



鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令（抄） 

平成十六年経済産業省令第九十七号 

最終改正：令和六年経済産業省令第四十一号  

（共通の技術基準） 

第三条 鉱山施設に共通する技術基準は、次のとおりとする。 

一 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設

備が設けられていること。 

 

鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の技術指針（内規）（抄） 

２０１２１１１５商局第４号 

最終改正：２０２５０６２０保局第１号 

第２章 共通の技術基準（第３条関係） 

１ 技術基準省令第３条第１号に規定する「必要な保安設備」とは、手すり、さく囲、被覆及び安

全な通路のほか、次に掲げるものをいう。 

（６）次に掲げる墜落による危険を防止するための設備等 

① 貨物自動車に荷を積む作業等を行う場合の労働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第３２

号）第１５１条の６７の規定に基づく昇降設備 

② 高さが２メートル以上の箇所で作業を行う場合において墜落のおそれのあるときの労働

安全衛生規則第５１８条の規定に基づく作業床並びに作業床の端及び開口部等で墜落のお

それのあるときの同規則第５１９条の規定に基づく囲い等（ただし、作業床及び囲い等を設

けることが困難なときは、防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用する等の措置を講じ

ていること） 

③ 高さ又は深さが１．５メートルを超える箇所で作業を行う場合の安全に昇降するための労

働安全衛生規則第５２６条の規定に基づく昇降するための設備等 

（７） 機械の原動機等の危険を及ぼすおそれのある部分における労働安全衛生規則第１０１条の

規定に基づく覆い等及び身体の一部が巻き込まれる等の危険が生ずるおそれがあるときの同

規則第１５１条の７８の規定に基づくコンベヤーの非常停止装置等 

 

労働安全衛生規則（抄） 

昭和四十七年労働省令第三十二号 

最終改正：令和七年厚生労働省令第九十号 

（原動機、回転軸等による危険の防止） 

第百一条 事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼす

おそれのある部分には、覆おおい、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。 

２ 事業者は、回転軸、歯車、プーリー、フライホイール等に附属する止め具については、埋頭型

のものを使用し、又は覆おおいを設けなければならない。 

３ 事業者は、ベルトの継目には、突出した止め具を使用してはならない。 

４ 事業者は、第一項の踏切橋には、高さが九十センチメートル以上の手すりを設けなければなら

ない。 

５ 第一項の規定に基づき踏切橋の設備が設けられた作業場において作業に従事する者は、踏切橋

を使用しなければならない。 

（非常停止装置） 



第百五十一条の七十八 事業者は、コンベヤーについては、労働者の身体の一部が巻き込まれる等

労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、非常の場合に直ちにコンベヤーの運転を停止するこ

とができる装置（第百五十一条の八十二において「非常停止装置」という。）を備えなければな

らない。 

（昇降設備） 

第百五十一条の六十七 事業者は、最大積載量が二トン以上の貨物自動車に荷を積む作業（ロープ

掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。）又は最大積載量が二トン以上の貨物自動車から荷を

卸す作業（ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。）を行うときは、墜落による労働者

の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の

上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。 

２ 前項の作業に従事する者は、床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を昇降する

ときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。 

（作業床の設置等） 

第五百十八条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所（作業床の端、開口部等を除く。）で作業

を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる

等の方法により作業床を設けなければならない。 

２ 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求

性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなけ

ればならない。 

第五百十九条 事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危

険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆おおい等（以下この条において「囲い等」

という。）を設けなければならない。 

２ 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時

に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜

落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 

（昇降するための設備の設置等） 

第五百二十六条 事業者は、高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所で作業を行なうときは、

当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安

全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。 

２ 前項の作業に従事する者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられた

ときは、当該設備等を使用しなければならない。 


